
平成２０年度建設コンサルタント業務等の発注の見通しの公表（追加）について

（平成２１年３月現在）

大臣官房官庁営繕部（国土交通本省）における平成２０年度の建設コンサルタント

業務等の発注見通しを次のとおり追加公表いたします。

なお、入札に係る落札及び契約締結は、当該建設コンサルタント業務に係る平成２

１年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

ここに掲載する内容は、平成２１年３月現在の見通しであるため、実際に発注する

建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない建

設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

１．参加者の有無を確認する公募手続

該当なし

２．簡易公募型プロポーザル方式

２－１ 業務名：特許庁総合庁舎改修（０９）設備設計業務

１）履行期間：約５ヶ月

２）業務概要：特許庁総合庁舎の改修に係る電気設備・建築の設計

３）業務区分：建築関係建設コンサルタント業務

４）入札予定時期：平成２１年度第１四半期

５）本業務は 「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の削減に配慮、

した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削

減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特

定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務。

３．簡易公募型競争入札方式

該当なし

４．随意契約

該当なし

５．公募型プロポーザル方式



該当なし

６．公募型競争入札方式

該当なし

７．標準プロポーザル方式

該当なし

８．指名競争入札

該当なし




